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【 臨 時 庁 議 記 録 】 

 

１ 日 時  令和元年10月11日（金）午前８時29分～午前９時３分 

２ 場 所  市長公室 

３ 出席者  市長         副市長      教育長      参与(兼)児童青少年部長 

  企画財政部長  総務部長     市民生活部長 福祉保健部長  

環境部長   都市建設部長  議会事務局長  教育部長 

幹 事  政策室長 

４ 欠席者   

５ 会議結果  

 

市 長   これより臨時庁議を開催します。報告事項１「台風 19 号の接近について」

を報告してください。 

部 長   台風 19 号は、10 月 11 日午前３時の時点で非常に強い勢力を保ちながら

父島の西約 320km 付近に位置しています。中心気圧 925hPa、中心付近の

大風速 50m/s、 大瞬間風速 70m/s で、10 月 12 日、13 日にかけて大雨・暴

風となる予報です。首都圏を直撃する進路をたどっており、狛江市において

も大きな被害の発生が懸念されます。 

市の対応は狛江市風水害に関する事前行動（タイムライン）に基づいて行

いますので、各部において改めて確認の上、職員連絡体制の確保等万全を期

するようお願いします。風雨のピークは 10 月 12 日と予想されますが、被害

状況の把握を 10 月 13 日に行うため、各部において所管施設等の被害状況の

確認をお願いします。台風の通過時間によって被害把握にかかる時間が変わ

ってくると思いますが、10 月 13 日午前 10 時の時点で安心安全課への報告

をお願いします。また、既に周知していますが、各所管施設の暴風雨対策、

庁用車の燃料補給等も対応してください。 

      次に、今回、気象状況が悪化する前の段階で自主的に避難する市民を受け

入れるため、中央公民館を自主避難所として開設します。 

      開設は 10 月 12 日午前９時を予定していますが、気象警報の発表等によっ

て早まる場合があります。中央公民館の受入れ場所としては、和室、視聴覚

室、保育室等を予定しています。避難者が多く中央公民館だけでの受入れが

困難となった場合、市役所３階の議会のスペースにソファやだれでもトイレ

が備わっていることから、そちらを追加の受入れ場所とします。 

自主避難所開設の周知は、安心安全情報メール、市ホームページ、ツイッ

ター、Yahoo!防災速報等で行います。 

 なお、狛江市風水害に関する事前行動（タイムライン）において、名称を
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「予備避難所」としていますが、近隣市を参考に、より分かり易いように「自

主避難所」に改めます。 

      今回の風雨により、利用者を受け入れている民間施設への対応が必要とな

る可能性があることから、情報伝達手段の確認等、各部において職員体制を

整えてください。 

      連休明けの 10 月 15 日は、台風通過後の交通機関に乱れが生じる恐れがあ

るため、業務に支障がないよう人員の確保もお願いします。 

      総務部の職員参集態勢について、10 月 12 日午前８時 30 分から８人、10

月 13 日午前６時 30 分から５人参集しますが、大きな被害がなければ入れ替

え制とします。業務としては、台風の情報収集、多摩川・野川の水位の監視、

自主避難者への対応、被害状況や交通機関の運行状況の把握、消防署・消防

団との連携にあたります。 

      既に JR 線、小田急線ともに計画運休が予定されていますが、詳細の時間

は不明のため、把握次第情報提供します。 

      多摩川の水位が上昇した場合の避難所の開設については、ハザードマップ

上では狛江第一中学校となっていますが、多摩川付近の地域から当該避難所

まで遠く、また垂直避難という方法もあるため、狛江第二中学校２階武道室

を避難所として利用することで、教育部及び学校長から了承を得ました。鍵

は宿直に預けます。 

      臨時放送は、狛江ＦＭを 11 月 11 日に開設する予定でしたが、機械設備が

導入済みであることから、万が一災害になった場合には狛江市防災センター

から放送できるように総務省と調整しています。 

部 長   公共施設の対応について、公民館はキャンセルが出ていますが、体育館は

出ていないため、10 月 12 日夜の時間帯のみ閉鎖したいと考えています。 

部 長   市民生活部でも、地域センターを夜間のみ閉鎖したいと考えています。 

部 長   公民館を夜間閉鎖いただけると、自主避難者の受入れができるため助かり

ます。 

市 長   今回は夜に記録的な暴風雨が予想されているため、公民館、体育館、地域

センター、あいとぴあセンターについては10月12日の夜間は休館とします。 

参 与   保育園及び学童について、10月 12日朝の受入れは可能かもしれませんが、

鉄道が計画運休を実施した場合、午後の迎えの時間に保護者が来られない可

能性があります。世田谷区では、原則保育園も窓口業務も全て閉鎖するとい

うことです。 

市 長   今から受入れを中止するのは、時間的に厳しいのではないでしょうか。 

参 与   10 月 12 日は土曜日のため来所人数は少なく、メール等で個別に連絡は可

能です。 
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市 長   東日本大震災のときの対応はどうでしたか。 

副市長   翌朝まで来園できない保護者もいました。 

参 与   市外在住の保育士も帰宅できない可能性があります。 

市 長   原則として受け入れるようお願いします。 

参 与   10 月 12 日について、児童館は終日自由来館を休止し、学童クラブは実施

する予定です。 

副市長   学校はどうなりますか。 

部 長   特別警報が発令された場合、原則自宅待機となります。以前、学校が閉鎖

になったため児童館に来館した児童がいたので、児童館も休止とするのが適

切だと思います。 

部 長   環境部では、環境政策課職員を 10 月 12 日に３人、10 月 13 日に７人参集

し、10 月 12 日は緑水会の方とも連絡態勢をとる予定です。下水道課職員は

10 月 12 日に５人参集します。また、環境省から災害ごみの仮置き場を確保

するよう通知が来ているため、西和泉グランドを仮置場とする旨周知する予

定です。 

市 長   西和泉グランドが使用できなかった場合を想定しておいてください。 

部 長   都市建設部では、道路交通課で 10 月 12 日昼間に７人、夜間に５人の２班

態勢をとる予定です。過去の浸水箇所については既に確認済みです。また、

まちづくり条例に係る案件の事業者に現場の安全確保を依頼するとともに、

責任者の連絡先も再確認しました。 

部 長   市民生活部では、地域・地区センターともに飛散防止の処置をとっていま

す。現在改修中の野川地域センターは、委託業者に依頼して足場の倒壊防

止・強化を行うとともに、防護ネットを張っています。 

部 長   議会事務局では、議会のフロア以外も避難所として利用できるか確認する

とともに、職員を配置する予定です。 

市 長   自主避難所等を開設した場合、市からの情報が迅速に届くように対応して

おいてください。テレビやラジオの設置のほか、紙も貼れるようにお願いし

ます。 

参 与   10 月 12 日の状況によっては災害対策本部の設置もありえますか。 

市 長   既に設置している自治体もあるようです。狛江市は多摩川・野川、下水道

の状況を見ての対応となりますが、早めに決定したいと考えています。 

部 長   災害対策本部員のほかに、連絡要員も参集しますか。 

市 長   参集します。 

副市長   部長判断で人員確保をお願いします。 

部 長   携帯電話やスマートフォンが使用できないことも想定し、本部員は PHS を

事前に充電するようにしてください。 
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市 長   多摩川・野川が越水しそうな場合、避難勧告や避難指示を発令するため、

その範囲や対応を想定しておいてください。自主避難の周知方法も考えてお

くようお願いします。また、市長室で気象庁及び京浜河川事務所とのホット

ラインがつながっているため、何かあれば活用したいと思います。 

      10 月 11 日の夕方に再度臨時庁議を開催するかもしれないので、その内容

も伝達できるよう職員と連絡をとれるようにしておいてください。 

参 与   市ホームページへの市内各施設の開閉情報の掲載は、企画財政部に一任し

てよろしいでしょうか。 

部 長   企画財政部でまとめて掲載します。 

市 長   SNS の情報も併せてお願いします。 

副市長   各施設には案内の紙も貼ってください。 

市 長   今回は臨時庁議としましたが、安心安全課職員も出席するのが望ましいの

で、今後、災害対策本部の前段階の会議体の設置を検討すべきかもしれませ

ん。 

部 長   現在、君津市に派遣している職員について、先方の事情により一度戻って

きますが、再派遣される予定です。 

市 長   報告を了承とします。 

以上で本日の臨時庁議を終了します。 


